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案

内

●
農
業
者
年
金
の
現
況
届

　
農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
年
１
回
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。
農
業
者
年
金
基
金
か
ら
該
当

者
へ
通
知
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
＝
６
月
30
日
（
火
）
午

後
５
時
15
分
ま
で　
▼
提
出
先
＝
農

業
委
員
会
、
各
支
所
、
川
島
出
張
所

問
農
業
委
員
会
（
本
庁
３
階
）

☎︎
20
︲
１
１
６
７

●
償
却
資
産
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か

　
１
月
１
日
時
点
で
、
市
内
に
償
却

資
産
（
事
業
用
の
機
械
や
備
品
、
太

陽
光
発
電
設
備
な
ど
）
を
所
有
し
て

い
る
個
人
又
は
法
人
は
、
申
告
が
必

要
で
す
。
ま
だ
申
告
を
し
て
い
な
い

人
は
、課
税
課
（
資
産
税
グ
ル
ー
プ
）

へ
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
（
本
庁
２
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
22
︲
０
５
２
７

●
医
療
福
祉
費

受
給
資
格
の
更
新

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
重
度
心
身
障
が

い
な
ど
で
医
療
福
祉
費
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
７
月
１
日
（
水
）
に
受

給
者
証
が
更
新
と
な
り
ま
す
。
受
給

資
格
の
確
認
が
で
き
る
人
に
は
受
給

者
証
を
郵
送
し
ま
す
が
、
受
給
資
格

の
確
認
が
で
き
な
い
人
は
窓
口
で
の

更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
手
続
き
の
日
時
な
ど
は
改
め
て
通

知
し
ま
す
。

問
医
療
保
険
課
（
本
庁
１
階
）

☎︎
24
︲
２
１
０
３

●
確
定
申
告
期
限
の
再
延
長

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
４
月
17
日
（
金
）
以

降
も
、
確
定
申
告
書
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
申
告
相
談
は
、
事
前
に
予
約
が
必

要
で
す
。
感
染
リ
ス
ク
防
止
に
、
よ

り
一
層
配
慮
し
て
行
い
ま
す
。

問
下
館
税
務
署　
☎︎
24
︲
２
１
２
１

募

集

●
消
防
本
部
職
員
採
用
試
験

▼
期
日
＝
９
月
20
日
（
日
）

▼
対
象
＝
日
本
国
籍
を
有
す
る
平
成

４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

で
、
高
等
学
校
以
上
の
学
校
を
卒
業

又
は
令
和
３
年
３
月
に
卒
業
見
込
み

の
人　
▼
定
員
＝
５
人
程
度　
▼
申

込
方
法
＝
受
験
者
本
人
が
８
月
17

日
（
月
）
か
ら
31
日
（
月
）
の
間
に
、

受
験
願
書
を
窓
口
へ　
※
願
書
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
、
内
容
な

ど
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
筑
西
広
域
消
防
本
部
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
24
︲
４
５
５
２

●
税
務
職
員
採
用
試
験

▼
一
次
試
験
＝
９
月
６
日
（
日
）

▼
対
象
＝
①
令
和
２
年
４
月
１
日
時

点
で
、
高
等
学
校
卒
業
又
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
後
、
３
年
を
経
過
し

て
い
な
い
人
及
び
令
和
３
年
３
月
ま

で
に
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

卒
業
見
込
み
の
人　
②
人
事
院
が
①

に
掲
げ
る
人
に
準
ず
る
と
認
め
る
人　

▼
申
込
方
法
＝
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

▼
受
付
期
間
＝
６
月
22
日
（
月
）
午

前
９
時
～
７
月
１
日
（
水
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

申
問
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎︎
03
︲
３
５
８
１
︲
５
３
１
１

※
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時

●
協
和
特
別
支
援
学
校

体
験
入
学

▼
期
日
＝
７
月
31
日
（
金
）
※
日
程

な
ど
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
▼
場
所
＝
協
和
特

別
支
援
学
校
（
谷
永
島
）
▼
対
象
＝

令
和
３
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
と
そ
の
保
護
者　
▼
内
容
＝

学
校
見
学
、授
業
参
観
、授
業
体
験
、

給
食
体
験
な
ど　

▼
申
込
方
法
＝
在
籍
園

ま
で

問
協
和
特
別
支
援
学
校

☎︎
57
︲
４
３
４
１

●
消
防
設
備
士
試
験

▼
日
時
＝
８
月
30
日
（
日
）
午
前
９

時
30
分
～　
▼
場
所
＝
水
戸
啓
明
高

等
学
校
又
は
鹿
島
高
等
学
校　

※
申
込
方
法
な
ど
詳
し

く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー

☎︎
０
２
９
︲
３
０
１
︲
１
１
５
０

●
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

受
講
生

【
サ
マ
ー
ア
レ
ン
ジ
「
プ
リ
ザ
ー
ブ

ド
を
使
っ
て
」】

▼
日
時
＝
７
月
18
日
（
土
）
午
前
９

時
～
正
午　
▼
場
所
＝
筑
西
地
域
職

業
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
桜
川
市
）
▼
定

員
＝
20
人　
▼
費
用
＝
５
，
０
０
０

円
（
材
料
費
込
）
▼
申
込
方
法
＝
６

月
22
日
（
月
）
～
７
月
10
日
（
金
）

ま
で
に
電
話
で

申
問
筑
西
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
　
☎︎
０
２
９
６
︲
75
︲
１
２
５
４
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室　
※
予
約
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
関
東
信
越
税
理
士
会
下
館
支
部

横
井　
　
　
　
　
☎︎
32
︲
５
１
２
５

●
こ
こ
ろ
の
窓

「
な
ん
で
も
相
談
」

▼
日
時
＝
６
月
25
日
（
木
）
午
後
２

時
～
５
時　
▼
場
所
＝
ス
ピ
カ
ビ
ル

６
階
東
側
会
議
室　

▼
相
談
員
＝
Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｋ
ｏ
．
Ｋ

（
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

※
秘
密
厳
守
、
要
予
約
、
相
談
無
料

申
問
Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｋ
ｏ
．
Ｋ

☎︎
FAX
45
︲
６
６
０
８

▼
申
込
方
法
＝
７
月
１
日
（
水
）
午

前
９
時
～　
※
相
談
無
料

申
茨
城
県
弁
護
士
会
下
妻
相
談
セ

ン
タ
ー☎︎

０
２
９
６
︲
44
︲
２
６
６
１

問
茨
城
県
弁
護
士
会　

　
☎︎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
３
５
０
１

●
筑
西
地
方
家
族
会

　
親
・
夫
・
妻
・
子
ど
も
・
き
ょ
う

だ
い
な
ど
の
心
の
病
気
で
悩
ん
で
い

る
人
は
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

【
心
・
医
療
・
年
金
問
題
相
談
】

▼
期
日
＝
７
月
15
日
（
水
）

【
定
例
会
】

▼
期
日
＝
７
月
28
日
（
火
）

い
ず
れ
も
…

▼
時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時　
▼
場

所
＝
市
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
N
P
O
法
人
つ
ば
さ
（
小
林
）

※
開
催
期
日
が
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
開
催
予
定
日
の
前

日
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
筑
西
地
方
家
族
会　
古
池

☎︎
52
︲
２
７
４
３

●
無
料
税
務
相
談

　
税
に
関
す
る
こ
と
な
ら
、
何
で
も

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
７
月
１
日
・
15
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分　
▼
場

所
＝
ス
ピ
カ
ビ
ル
２
階
２
０
４
会
議

イ
ス
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
７
月
１
日
・
15
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
～　
▼
場
所
＝
健
康

増
進
課
窓
口

※
要
予
約
、
相
談
無
料

申
問
健
康
増
進
課
（
本
庁
２
階
）

☎︎
22
︲
０
５
０
６

●
女
性
の
権
利
１
１
０
番

【
弁
護
士
に
よ
る
臨
時
無
料
電
話
相
談
】

　
女
性
に
対
す
る
暴
力
や
離
婚
に
関

す
る
諸
問
題
、
職
場
に
お
け
る
差
別
、

同
性
婚
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
女
性

の
権
利
一
般
に
関
す
る
無
料
電
話
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
６
月
23
日
（
火
）
午
後
１

時
～
４
時　

【
電
話
番
号
】
※
電
話
料
金
自
己
負
担

☎︎
０
２
９
︲
２
３
２
︲
１
６
０
１

☎︎
０
２
９
︲
２
３
２
︲
１
６
０
２

問
茨
城
県
弁
護
士
会

　
☎︎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
３
５
０
１

●
ひ
ま
わ
り

ほ
っ
と
法
律
相
談
会

　
債
権
回
収
、
労
使
問
題
、
契
約
書

作
成
、
各
種
社
内
規
定
の
整
備
、
事

業
継
承
な
ど
、
中
小
企
業
の
法
律
問

題
に
弁
護
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
時
間
30
分

▼
日
時
＝
７
月
27
日
（
月
）
午
後
１

時
30
分
～
４
時
30
分　
▼
場
所
＝
茨

城
県
弁
護
士
会
下
妻
相
談
セ
ン
タ
ー

＝
①
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
約
30
分

（
靴
の
履
き
方
、
歩
き
方
、
準
備
体

操
な
ど
）②
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
実
践（
約

６
㎞
）▼
対
象
＝
市
内
在
住
の
人（
５

～
６
㎞
歩
け
る
人
）
▼
持
参
品
＝
飲

み
物
、
帽
子　

※
参
加
無
料
、
予
約
不
要

問
市
健
康
運
動
普
及
員
会
長  

鳥
生

☎︎
０
８
０
︲
１
０
９
０
︲
５
７
４
８

相

談

●
持
続
化
給
付
金
な
ど
の

相
談
窓
口
を
開
設

　
行
政
書
士
に
相
談
で
き
る
無
料
相

談
窓
口
を
期
間
限
定
で
開
設
し
て
い

ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
26
日
（
水
）
ま
で
の

毎
週
水
曜
日　
午
後
１
時
～
５
時　

※
相
談
時
間
：
30
分
～
１
時
間
程
度

▼
場
所
＝
本
庁
舎
内
会
議
室　
▼
対

象
＝
市
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企

業
・
個
人
事
業
主　
▼
定
員
＝
毎
回

８
人　
▼
申
込
方
法
＝
電
話
で
予
約

※
相
談
無
料

申
問
商
工
振
興
課
（
本
庁
３
階
）

☎︎
54
︲
７
０
１
１

●
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め

の
栄
養
相
談

　
栄
養
士
が
体
重
や
血
圧
な
ど
に
つ

い
て
、
食
事
の
改
善
方
法
を
ア
ド
バ

イ
ベ
ン
ト

●
フ
ァ
ミ
リ
ー
教
室

お
も
し
ろ
理
科
教
室

【
気
分
は
宇
宙
旅
行
！
】

▼
日
時
＝
７
月
26
日
（
日
）
午
前
10

時
～
正
午　
▼
場
所
＝
協
和
公
民
館

▼
対
象
＝
幼
児
及
び
児
童
と
そ
の
保

護
者　
▼
内
容
＝
ビ
ニ
ー
ル
袋
で
ロ

ケ
ッ
ト
を
作
り
ま
す
。
▼
定
員
＝
20

組　
▼
参
加
費
＝
１
０
０
円
（
材
料

費
）
▼
申
込
方
法
＝
電
話
で
予
約

申
問
協
和
公
民
館

　
　
　
　
　
　
　
☎︎
57
︲
２
５
１
５

●
読
み
聞
か
せ

「
あ
す
な
ろ
の
会
」

▼
日
時
＝
６
月
28
日
（
日
）
午
後
２

時
～　

▼
場
所
＝
中
央
図
書
館
お

は
な
し
コ
ー
ナ
ー　
▼
内
容
＝
絵
本

『
こ
そ
ど
ろ
こ
そ
べ
え
』、『
お
な
べ

お
な
べ
に
え
た
か
な
』
紙
芝
居
『
あ

め
こ
ん
こ
ん
』、
折
り
紙

申
問
あ
す
な
ろ
の
会　
手
面

☎︎
24
︲
４
５
４
７

●
市
民
ウ
ォ
ー
ク

【
健
康
づ
く
り
奨
励
単
位
認
定
事
業
】

▼
日
時
＝
７
月
５
日
（
日
）
午
前
８

時
～
10
時　
※
雨
天
中
止　
▼
集
合

場
所
＝
ペ
ア
ー
ノ
駐
車
場　
▼
内
容

問 企画課（本庁４階）　 ☎２４-２１９７

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出自粛などで、
免許返納者に交付した「タクシー助成券」、「お試し乗車券」
の利用機会が減っていることから、有効期限を延長します。

対　　象　�①令和３年３月までに有効期限が切れるもの
　　　　　②令和２年４月、５月に発行されたもの

有効期限　印字されている有効期限から
　　　　　「さらに１年間有効」

「タクシー助成券」、「お試し乗車券」の有効期限延長
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新型コロナウイルスにより中止となるイベント
イベント名 開催日 場所 問い合わせ

下館祇園まつり ７月23日（木）〜26日（日） 羽黒神社周辺 観光協会事務局
☎20-1160

わっしょいカーニバル ７月25日（土） JR下館駅北口駅前通り 観光協会事務局
☎20-1160

灯ろう流し ８月１日（土） 勤行川　大橋河畔 観光協会事務局
☎20-1160

ちくカラ！夏フェス ８月上旬 アルテリオ前庭 ちくカラ夏フェス実行委員会
☎090-1994-9691

下館盆踊り大会 ８月15日（土）、16日（日） アルテリオ前庭 観光協会事務局
☎20-1160

全国高等学校総合体育大会
女子バレーボール大会 ８月20日（木）〜24日（月） 筑西市、結城市、

古河市

令和２年度全国高等学校総合
体育大会　結城市・筑西市・
古河市実行委員会事務局
☎25-0212

イバラキ夏フェス
JAMBOREE ８月下旬 ザ・ヒロサワ・シティ イバラキ夏フェスJAMBOREE

実行委員会　☎25-7731
あけのひまわり
フェスティバル ８月29日（土）〜９月６日（日） 宮山ふるさと

ふれあい公園周辺
観光協会事務局
☎20-1160

どすこいペア ９月６日（日） 関城支所 観光協会事務局
☎20-1160

筑西市文化祭 ９月〜12月 下館・関城・
明野・協和地区

文化課
☎22-0183

実施内容 開催日 場所 問い合わせ

河川クリーン作戦 ７月 鬼怒川、小貝川、
勤行川（五行川）

土木課
☎20-1173

問 健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６

健康診査中止
のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言は
解除されましたが、まだ終息したわけではあり
ません。健康診査については、安全性を考慮し、
７月と８月の実施を中止します。市民のみなさ
んには、引き続き「マスクの着用」、「手洗い」、「３
密を避ける」などの感染予防対策をお願いします。

※感染予防対策として、
　�９月から予約制で健診
を実施します。予約方
法については、決まり
次第お知らせします。

※既に申し込んでいる人には、個別に詳
　細を通知します。

今後、新型コロナウイルスの感染状況によって
は、急な変更が生じる場合があります。

【関城地区】 【明野保健センター】

【下館地区】 【協和保健センター】

７月１日㈬～10日㈮ ７月14日㈫～20日㈪

７月30日㈭～８月７日㈮ ８月17日㈪～21日㈮

成人集団健診 女性検診中止 中止
乳がん・

子宮頸がん（ ）
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市税・料金の納付はスマートフォンから！ １７月 日
（水）

スタート

２４時間３６５日
スマートフォンと払込票があれば、
金融機関やコンビニに行かなくて
も、いつでもどこでも納付できます。

①領収書は発行されません。
②納付書１枚当たりの支払限度額は３０万円です。
③コンビニエンスストア支払可能期限を過ぎると使用できません。
④スマートフォン納付後、金融機関やコンビニエンスストア又は口座振替での二重納付にご
　注意ください。

市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料、農業集落排水処理施設使用料

スマホ納付サービス
について、詳しくは
こちらから

収税課（本庁２階）☎２４- ２３１６問

こちらの３つのアプリから！

注意事項

対象科目

キッズコーナー「ちっくんひろば」一部再開キッズコーナー「ちっくんひろば」一部再開
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業
していました「ちっくんひろば」の利用を一部再開
します。感染対策をしっかりと行いますので、みな
さんの利用をお待ちしています。

再開します！※土日祝日除く
６月15日（月）から
こども課（本庁１階）☎２４- ２１０４問

問 商工振興課（本庁３階）☎５４-７０１１

①事業の開業及び営業が行われていることが　　　
　わかるもの（申告書・営業許可証などの写し）
②茨城県協力金決定通知書の写し又は県協力金　
　の振込がわかる通帳の写し
③誓約書
④振込先通帳などの写し

筑西市協力金
■協力金

■対象事業者　

■申請方法  （８月31日（月）まで受付）

■添付書類

１事業者 ５万円

本市の区域内に所在する施設などで、令和２年４
月16日以前に開業し、営業を行う中小企業者な
ど・個人事業主で、県が実施する「茨城県新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給決定
を受けていること。

申請書を商工振興課に郵送（簡易書留等追跡でき
る方法による）。商工振興課、各支所・川島出張
所、下館商工会議所、筑西市商工会でも配布しま
す（平日のみ）。
※県協力金申請の受付は６月30日（火）までです。

詳しくはHPから。
申請書はこちらか
らダウンロードで
きます。

申請はお済みですか
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特別定額給付金

申請受付期限があります

筑西市 特別定額給付金専用電話 ☎0296-22-0529 午前８時30分～午後５時
（土・日、祝日を除く）

市民
１人 申請受付期限

８月17日（月）

10万円給付
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

筑西市では、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対
策として、次のとおり特別定額給付金を支給します。
受付窓口での３密を回避するため、郵送又はオンライ
ン申請でのお手続きにご協力をお願いします。

申請者は世帯主です
給付金は原則振込みです

世帯全員分をまとめて給付します。

受付後、順次振込みます。

※ご不明な点などは下記まで問い合わせてください。
問

〒申請
返
信
用
封
筒

マイナポータル
のダウンロード
はこちらから

マイナポータル（アプリ）を取得
し、ログインの上「ぴったりサー
ビス」から特別定額給付金の申請
を選び、必要事項を入力し、振込
先口座の確認書類をアップロード
してください。

オンライン スマートフォン又はパソコン

忘れずに！

①申請書に振込先口座
　（銀行、ゆうちょなど）を記入

③振込先口座の
　確認書類の写し

②本人確認書類
　の写し
・健康保険証
・運転免許証
・マイナンバーカード　　
　など

郵送申請の手順（必要書類など確認してください）

返信用封筒
　①申請書
　②本確認書類
　③振込口座確認書類
　　を同封し郵送してください
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○賦課限度額（保険税の課税上限額）について、下記のとおり変更となります
医療分 後期高齢者支援分 介護分

令和元年度（合計96万円） 61万円 19万円 16万円

令和２年度（合計99万円） 63万円 19万円 17万円

令和２年度国民健康保険税の納税通知書は、７月中旬に発送します
　国民健康保険税は、住民票上の世帯ごとに計算され、世帯主への課税となります。世帯主本人が国
民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、その納税義務者は世帯
主となります。
税額は前年中の「総所得」や総所得に対する「軽減制度の該当・非該当」に応じて、毎年増減します。
また、前年度と今年度で納付方法が変更となる人もいますので納税通知書の内容を必ずご確認ください。

国民健康保険税のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響な
どで収入が減少した場合、分割納付、
猶予、減免（条件あり）が受けられる
場合があります。まずは、ご相談くだ
さい。

○軽減制度が拡充されます

《７割軽減》

《５割軽減》 《２割軽減》
令和元年度

令和２年度 令和２年度

令和元年度

前年度の所得が一定の基準以下の世帯に、保険税
の均等割と平等割の税額を軽減します。

【前年中の世帯所得の合計が３３万円以下】のまま
で変更ありません

（被保険者数 + ※特定同一世帯所属者数）以下 （被保険者数 + ※特定同一世帯所属者数）以下

（被保険者数 + ※特定同一世帯所属者数）以下 （被保険者数 + ※特定同一世帯所属者数）以下

前年中の世帯所得の合計が３３万円 51 万円+前年中の世帯所得の合計が３３万円 28 万円+

前年中の世帯所得の合計が３３万円 前年中の世帯所得の合計が３３万円28.5万円 52万円+ +

×

× ×

×

減免が受けられる場合があります税制改正により、次の点が変わります

改正後 改正後

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、引き続き同一世帯に属する人です。
　（世帯主の異動などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。）

軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者（被扶養者は除く）は軽減の判定が
できませんので、所得のない人でも毎年申告が必要となります。

医療保険課（本庁１階）☎２４- ２１０３問
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７月の体育館
トレーニング室利用者講習会

下館総合体育館トレーニング室
▶日時＝①７日・21 日・28 日（火）午前 9 時 30 分〜
　　　　② 3 日・10 日・17 日・24 日（金）午後 7 時〜
　　　　③ 12 日・26 日（日）午後１時 30 分〜
 申問下 館 総 合 体 育 館 ☎ 2 ８ - ５ ０ ４ ０

いずれも…
▶対　象＝高校生以上　
▶定　員＝各回先着 10 人（１度に２人まで申し込み可）
▶持参品＝体育館用シューズ、運動のできる服装　
▶費　用＝310 円（高校生 210 円）※当日徴収　
▶申込み＝６月 30 日（火）から電話で

協和の杜体育館トレーニング室
▶日時＝① 7 日・21 日（火）午後７時〜
　　　　② 17 日（金）午前９時 30 分〜
　　　　③ 12 日（日）午前 10時 30 分〜
 申問協 和 の 杜 体 育 館 ☎ 5 7 - ６ ６ ０ ０

トレーニング室を利用するには講習会の受講が必要です。

納期限：６月３０日（火）

６ 月 の 納 付
市・県民税（１期）
問課税課（本庁２階）
　☎２４ｰ２１１３

介護保険料（２期）
問介護保険課（本庁２階）
　☎２２-０５２８

お礼とご報告
寄　　付 〜筑西市へ〜

子どもたちにむけた食農教育として
北つくば農業協同組合様…農業とわたしたちの

くらし（冊子1,420冊、ＤＶＤ20枚）
　　　　　　　　　　　　　　（４月28日現在）  

善意銀行 〜市社会福祉協議会へ〜

下館ターゲット・バードゴルフ協会様…37,371円
塚越均様…1,914円
匿名様…2,471円　　　　　　（５月15日現在）

義 援 金 〜 日本赤十字社を通じて
 　全額が被災者に届けられます〜

令和元年台風第19号災害義援金として
筑西市役所義援金募金箱…3,282円

東日本大震災義援金として
喫茶　枝おり様…4,060円  　（５月15日現在）

虐待から子どもを守ろう！！

秘密厳守
無料

【母子保健課・家庭児童相談室】
☎２４-２６１２
【筑西児童相談所】
☎２４-１６１４
【児童相談所全国共通ダイヤル】
☎１８９
【いばらき虐待ホットライン】24時間
☎０２９３-２２-０２９３

虐待かな？
と思ったら

迷わず連絡を！

消費生活センターに相談を！！
　あなたの暮らしの中にある、消費者
トラブル解決のお手伝いをします。
　振り込め詐欺、多重債務などの消費
者問題の相談を行っています。一人で
悩まず、相談してください。
▶相談時間＝平日午前９時〜正午、午後１時〜４時
　　　　　　※当面の間、電話相談のみとなります。
消費生活センター　☎２１-０７４５

□心配ごと無料相談 ※よろず相談承ります。
※秘密厳守

区分 一般・電話相談 法律相談

相談日時 ７月９日（木）
午後１時～４時

７月３日（金）
午前10時～正午

相談会場 市総合福祉センター（小林）
相談員 民生委員 弁護士

申込み 来訪順
【要予約】

６月19日（金）
午前９時～

市内在住者、先着5人

問い合わせ 直通ダイヤル
☎25-6141

社会福祉協議会
☎22-5191

□女性相談（祝日休み）※秘密厳守　※要予約　※無料

相談日 毎週月曜日 毎週木曜日
相談時間 午前９時30分～正午 午後１時30分～４時
相談員 女性の専門相談員

相談内容 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、
夫婦関係、セクシャルハラスメントなど

相談予約 ☎24-2613（直通）
※上記の時間以外は母子保健課に転送

問い合わせ 母子保健課☎24-2115

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
問下 館 総 合 体 育 館 　 ☎ 2 ８ - ５ ０ ４ ０

市体育施設  ７月の休館日 休館日＝■色

災害義援金・救援金を受け付けています
東日本大震災義援金
平成28年熊本地震災害義援金
平成29年7月5日からの大雨災害義援金
令和元年台風第19号災害義援金　ほか

【受付場所】
社会福祉課（本庁２階）　☎︎２２-０５２５

秘密厳守
無料
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▶︎対象＝おおむね60歳以上　▶︎定員＝各先着30人（あけの元気
館のみ先着20人）▶︎持参品＝タオル、飲み物　※市内居住地区、
回数にこだわらず、どの教室にも月何回でも無料で参加できます。
問 高齢福祉課（本庁２階）　☎２２-０５２６

▶︎対象＝「均衡（バランス）のとれた体力づくり」に関心のあ
る人　▶︎定員＝各先着30人（あけの元気館のみ先着20人）
▶︎持参品＝バスタオル、タオル、飲み物、運動靴、上履き（ア
ルテリオ、あけの元気館、宮山ふるさとふれあい公園を除く）
※市内居住地区、回数にこだわらず、どの教室にも月何回でも
　無料で参加できます。体調不良の場合はご遠慮ください。
問 健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当

発行/筑西市　編集/市長公室広報広聴課
〒308-8616 茨城県筑西市田中町丙360番地
☎0296-24-2111（代表）　メール kouhou@city.chikusei.lg.jp
公式ホームページ https://www.city.chikusei.lg.jp

７月の乳幼児健診など
健診の種類 期日・受付時間 会　場 対　象

１歳６か月児
健康診査

3日（金）
13：00〜14：00

明野
保健センター

当初の対象者
とは異なりま
すので、個別
に通知します

７日（火）
13：00〜14：00

下館
保健センター

14日（火）
13：00〜14：00

下館
保健センター

３歳児
健康診査

6日（月）
12：45〜14：00

明野
保健センター

13日（月）
12：45〜14：00

下館
保健センター

マタニティ
クラス

※ママクラス
31日（金）
9：30〜9：40

明野
保健センター 妊婦さん

健診の種類 期日・受付時間・対　象
３〜４か月児

健康診査

今年度は開催を見合わせます。
相談のある人は、下記の育児相談などを利
用してください。

離乳食教室

１歳児
健康相談

２歳児歯科
健康診査

※会場で実施するものは、感染症対策に十分配慮して行います。
問 母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

７月の育児相談（要予約）
☆育児相談は予約制になりました。身長、体重も測定でき
　る個別相談をぜひ利用してください。
▶︎日　時＝７月10日（金）、20日・27日（月）9:30〜11:00、
　　　　　13：30〜15：00　※時間は予約の時にお伝えし
　　　　　ます。
▶︎場　所＝子育て世代包括支援センター相談コーナー
　　　　　（本庁２階）
▶︎対　象＝乳幼児とその保護者　
▶︎持参品＝母子健康手帳、バスタオル
▶︎内　容＝身体測定、離乳食の進め方、子育て、発達につ
　　　　　いての相談など　
　　　　　※日程など都合が合わない場合は、別日でも相
　　　　　　談に応じますので、問い合わせてください。
申 問 母子保健課（本庁１階）　☎２４-２１１５

※掲載内容に変更があった場合は、ホームページなどでお知らせします。

７月のシルバーリハビリ体操教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下　
館

７日・14日・21日・28日（火）
１日・15日（水）

10日（金）
13：30〜15：00

アルテリオ

14日・28日（火）
10：00〜11：30

市総合福祉センター（小林）
１階会議室

関　
城

７日・21日（火）
10：00〜11：30

ペアーノ
リハーサル室

１日・８日・15日・22日（水）
10：00〜11：30

関本公民館
大ホール

明
野

６日・20日（月）
13：30〜15：00

あけの元気館
健康体操室

協
和

１日・15日（水）
13：30〜15：00

協和公民館
総合ホール

７月の健康運動教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下　
　
館

３日・17日（金）
13：30〜15：00

アルテリオ
会議室Ａ

２日・９日・16日（木）
13：30〜15：00

※２日は男性のみの教室
※９日は筋力アップ健康運動教室
※16日は認知症予防体操教室

下館武道館１階

関
城

１日（水）
13：30〜15：00

関本公民館
大ホール

明　
　
野

７日・21日（火）
13：30〜15：00

あけの元気館
健康体操室

14日・28日（火）
13：30〜15：00

宮山ふるさと
ふれあい公園ホール

８日・22日（水）
13：30〜15：00 

※認知症予防体操教室
明野いきがいセンター

多目的ホール

協　
和

３日・17日（金）、27日（月）
13：30〜15：00

※27日は男性のみの教室
協和ふれあいセンター

集会室

愛の献血
月　日 場　所 時　間

７月８日（水） 協和公民館 9：30〜12：00
13：00〜15：30

問 健康増進課（本庁２階）　☎２２-０５０６




